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タイヤ・ホイール・バッテリー・自動車用品

【営業時間】８：3０～１８：００
【定 休 日】日曜・祝祭日
　八雲町末広町６３ TEL.０１３７－６２－２５０８

有限会社 中村タイヤ
出張パンク修理OK

クレジットカード
使えます！

広報やくも広告募集中
①たて１０.０cm×よこ１７.０cm 
　…………………………… 月額（町内業者）20,570円
②たて１５.０cm×よこ１７.０cm
　…………………………… 月額（町内業者）10,280円
③たて１５.０cm×よこ１８.５cm
　…………………………… 月額（町内業者）5,140円
④たて１５.０cm×よこ１２.０cm
　…………………………… 月額（町内業者）1,540円
詳しくは、企画振興課協働推進係まで

住
所
を
町
外
に
移
し
て
い
る

学
生
は「
在
学
証
明
書
」を
！

　

八
雲
町
国
民
健
康
保
険
に
は
、

町
内
に
住
所
が
な
け
れ
ば
、原
則
、

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
修
学
の
た
め
に
町
外

に
住
所
を
移
す（
転
出
す
る
）場
合
、

特
例
で
町
外
在
学
者
の
た
め
の
保

険
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
新
し
く
特
例
を
受
け
る
方

　

特
例
を
受
け
る
に
は
在
学
証
明

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
お
早
め

に
在
学
証
明
書
を
取
り
寄
せ
、
今

ま
で
使
用
し
て
い
た
保
険
証
と
と

も
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
既
に
特
例
を
受
け
て
い
る
方

　

継
続
し
て
特
例
を
受
け
る
に

は
、
毎
年
４
月（
新
学
期
）に
在

学
証
明
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

お
早
め
に
取
り
寄
せ
、
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
３
）
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
、

　
　

や
め
ら
れ
た
方

　

既
に
特
例
を
受
け
て
い
る
方

で
、
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
、
や

め
ら
れ
た
方
は
、
八
雲
町
国
民
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す
る
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

喪
失
の
手
続
き
が
さ
れ
な
い

と
、
国
保
税
の
課
税
対
象
か
ら
除

か
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
手
続
き

す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

手
続
き
の
際
に
は
、
保
険
証
を

返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
印
鑑

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
在
学
証
明
書

・
住
民
票（
転
出
先
の
住
民
票
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

　

通
知
カ
ー
ド（
世
帯
主
、
特
例

　

を
受
け
る
方
の
お
二
人
分
）

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類

　

運
転
免
許
証
等
の
写
真
付
き
証

　

明（
１
点
）、
ま
た
は
健
康
保
険

　

証
等
の
写
真
無
し
証
明（
２
点
）

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

　
☎
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│
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│
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転
居
等
に
関
す
る
届
け
出
、

手
続
き
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

ま
た
は
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離

職
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
国
民

健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
軽
減
を
受
け
る
た
め
に

は
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
必
ず

手
続
き
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

【
対
象
と
な
る
方
】

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
に
お
い
て
、
次
に
よ
り

失
業
等
給
付
を
受
け
る
方
。

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
）

【
軽
減
額
】

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の

所
得
な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま

す
。
軽
減
は
、
前
年
の
給
与
所
得

を
そ
の
30
／
100
と
み
な
し
て
行
い

ま
す
。

【
軽
減
期
間
】

　

離
職
の
翌
日
〜
翌
年
度
末
ま
で

【
手
続
き
に
必
要
な
物
】

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
印
鑑

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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など、離職し、国民健康
保険に加入された方は保
険税が軽減されます

倒産・解雇・
雇い止め

広報   4月号　14


